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福岡市東区と⽷島市における発達障害の疫学調査研究 

 
研究代表者 本⽥ 秀夫（信州⼤学医学部⼦どものこころの発達医学教室） 
研究協⼒者 ⼭下 洋（九州⼤学病院 ⼦どものこころの診療部） 

⾹⽉⼤輔（九州⼤学病院 ⼦どものこころの診療部） 
宮崎 仁（福岡市⽴こども病院 こころの診療科） 

A.研究⽬的 
 本研究班では平成 27 年度から 5 年に渡
って複数の⾃治体で発達障害の診断を受け
ている児童の数を調査し、発達障害の児童
に対する地域の発達⽀援のあり⽅を研究し
てきた。調査から発達障害と知的障害の⽀
援ニーズが⼩学校⼊学時点で 10%前後あ
ることが⽰され、地域で発達⽀援の体制整
備が進められていることが確認できた⼀⽅
で、更なる体制整備に向けて今後も継続的
に⽀援ニーズを把握することの必要性が⽰
唆された。 
 本研究では、国内の複数拠点における発
達障害に関する疫学調査、データベース構
築に向けて試⾏的に疫学調査を実施し、継
続的に⽀援ニーズを把握するシステムを検
討することを⽬的とする。これまで⽷島市

を拠点とし、福岡市と協同して複数の医療
機関を対象に疫学調査を実施してきた。今
年度は福岡市東区と⽷島市においてこれま
でと同⼀の集団に対する疫学調査を⾏い、
データベース構築に向けた課題について考
察を⾏う。 
 
B.研究⽅法 
 福岡市東区と⽷島市に在住する児童の発
達障害の有病率を算出するため、発達障害
の児童の診療を⾏っている医療機関を対象
に、受診している児童の診断について尋ね
るアンケート調査を⾏った。 

福岡市は⼈⼝約 158 万⼈の政令市であ
り、その中でも東区は⼈⼝約 31 万⼈と 7
つある⾏政区のうち最も⼤きな⼈⼝を抱え
ている。⽷島市は⼈⼝約 10 万⼈の⼩規模

研究要旨：発達障害に関する疫学調査、データベース構築のためのシステムを検討
することを⽬的に、福岡市東区と⽷島市に在住する発達障害の診断を受けている児
童の数を調査した。医療機関を対象とした調査により、平成 30 年 4 ⽉ 2 ⽇時点の平
成 18 年度⽣まれの児童の発達障害の有病率は、福岡市東区に在住する児童が
2.74%、⽷島市に在住する児童が 6.64%だった。有病率は調査を依頼した医療機関の
数に影響を受けていることが考えられ、福岡市東区では調査範囲外の医療機関を受
診している発達障害の児童が調査で捕捉できていないことが考えられた。今後は調
査を依頼する医療機関の総数、医療機関によって異なる発達障害の診断の扱い、依
頼する医療機関の負担の軽減などについて検討が必要だと考えられた。 
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市で、福岡市の⻄部に位置し、福岡市への
交通アクセスが良好である。平成 27 年
度、平成 29 年度の前回調査では、居住地
とは異なる市町村の医療機関を受診してい
るケースを想定し、複数の市町村の医療機
関に対して調査を実施した。その結果、福
岡市東区と⽷島市の発達障害の児童が居住
地外の医療機関を受診していることが確認
された。そのため、今回の調査でも同様に
福岡市と⽷島市、福岡市に隣接する新宮町
の医療機関を調査対象とした。対象とした
医療機関の所在地とプロファイルは下記の
通りである(表 1)。対象医療機関のうちわ
けは、内科、精神科、⼩児科の診療所 9 カ
所、⼤学病院 2 カ所(九州⼤学病院⼦ども
のこころの診療部、福岡⼤学病院⼩児
科)、その他病院 4 カ所であった。 

以上、福岡市の 12 の医療機関、⽷島市
の 2 つの医療機関、新宮町の 1 つの医療機
関、合計 15 の医療機関にアンケート調査
を依頼した。該当医療機関に対して、回答
対象となる児童のイニシャル、⽣年⽉⽇、
性別、知的発達、発達障害の診断名を尋ね
る調査票を送付した。発達障害の診断は、
広汎性発達障害（⾃閉症スペクトラム障
害）、多動性障害（ADHD）、会話および
⾔語の特異的発達障害（構⾳障害、吃⾳を
含む）、学⼒の特異的発達障害、精神遅
滞、その他の 6 つに分類され、該当する診
断を全て記載するよう依頼した。平成 30
年 4 ⽉ 2 ⽇を調査時点とし、調査時点で児
童を調査票の回答対象とした。前回平成
29 年度調査でこれら福岡市東区と⽷島市 

 所在地 種別 診療科 
1 ⽷島市 診療所 内科 
2 ⽷島市 診療所 精神科 
3 福岡市 

⻄区 
診療所 精神科 

4 福岡市 
早良区 

診療所 ⼩児科 

5 福岡市 
早良区 

総合病院 ⼩児科 

6 福岡市 
城南区 

診療所 精神科 

7 福岡市 
城南区 

⼤学病院 ⼩児科 

8 福岡市 
中央区 

診療所 精神科 

9 福岡市 
中央区 

診療所 精神科 

10 福岡市 
中央区 

診療所 精神科 

11 福岡市 
南区 

総合病院 ⼩児科 

12 福岡市 
東区 

精神科病院 精神科 

13 福岡市 
東区 

⼩児科 
総合病院 

精神科 

14 福岡市 
東区 

⼤学病院 精神科 

15 新宮町 診療所 ⼩児科 

に在住する平成 18 年度⽣まれの児童を回
答対象として同様の調査を実施しており、
平成 29 年度調査の調査時点である平成 29
年 4 ⽉ 2 ⽇までに該当医療機関の受診歴が
ある児童は既に報告を受けていることとな
る。そのため、今回の調査では平成 29 年

表 1 対象医療機関のプロファイル 
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4 ⽉ 3 ⽇から今回の調査時点である平成 30
年 4 ⽉ 2 ⽇までの期間に該当医療機関を新
規に受診した発達障害の児童について回答
を求めた。イニシャルと⽣年⽉⽇を⽤い
て、同⼀の児童が複数の医療機関から報告
されているか、或いは平成 27 年度と平成
29 年度の前回調査で既に報告されている
か、それぞれ確認を⾏った。 
（倫理⾯への配慮）調査にあたり、データ
の集計後は数的情報のみを解析し、個⼈を
特定されることがないよう匿名性に配慮し
た。また、本研究は分担研究者の所属する
九州⼤学の倫理審査委員会ならびに調査を
依頼した各医療機関の倫理審査委員会の承
認を得て実施した。 
 
Ｃ．研究結果 
 15 の医療機関に対して調査を依頼し、
14 の医療機関から回答を得た（回答率
93%）。 
1. 福岡市東区の調査結果 
(1) 診断の階層構造を適⽤した有病率 

本研究班では、個々の発達障害の有病率
と発達障害全体の有病率の算出にあたり、
①広汎性発達障害、②多動性障害、③会話
および⾔語の特異的発達障害、④学⼒の特
異的発達障害、⑤精神遅滞、⑥その他、の
順番で個々の発達障害の診断に階層構造を
設けている。1 ⼈の児童に対して発達障害
の診断が複数報告された場合は、より上位
の診断 1 つのみが有病率として算出され、
個々の発達障害の有病率の総和と発達障害
全体の有病率が等しくなるよう、有病率の
算出⼿法が研究班で統⼀されている。初め
に、診断の階層構造を適⽤した有病率を算
出した。 

(ア) 平成 30 年度調査のみの集計 
 福岡市東区の 19 ⼈の児童がアンケート
調査により報告された。そのうち 1 ⼈は前
回調査で別の医療機関から既に報告されて
いるケースであり、集計から除外した。平
成 29 年 4 ⽉ 3 ⽇から平成 30 年 4 ⽉ 2 ⽇
の期間に新たに医療機関を受診して何らか
の発達障害の診断を受けたものは 18 ⼈で
あり、診断の内訳を表 2 に⽰した。居住コ
ホートは、住⺠基本台帳登録⼈⼝（⽇本
⼈・外国⼈）より平成 30 年 3 ⽉末時点で
の福岡市東区の 11 歳⼈⼝ 2956 ⼈を近似
値として採⽤した。 

診断 ⼈数  有病率 
(%) 

発達障害全体 18 0.61 
① 広汎性発達障害 15 0.51 
② 多動性障害 3 0.10 
③ 会話および⾔語の

特異的発達障害 
0 0.00 

④ 学⼒の特異的 
発達障害 

0 0.00 

⑤ 精神遅滞 0 0.00 
⑥ その他 0 0.00 

表 2 福岡市、平成 30 年度調査の有病率 
 

(イ) 3 カ年の集計 
今回の調査で得られた平成 18 年度⽣ま

れの児童の発達障害の診断のデータを、平
成 27 年度、平成 29 年度調査の平成 18 年
度⽣まれのデータと合算し、発達障害の有
病率を算出した。その結果、平成 27 年
度、平成 29 年度、平成 30 年度の 3 回の調
査により、合計 88 ⼈が平成 18 年度⽣まれ
の福岡市東区の発達障害の児童として医療
機関から報告されていた。そのうち、異な
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る 2 つの医療機関から同⼀の児童が 7 ⼈報
告されており、これらを除いた 81 ⼈が実
数と⾒なされた。重複を含む 88 ⼈全てが
福岡市の医療機関を受診しており、⽷島市
の医療機関を受診しているものはいなかっ
た。 

3 つ以上の医療機関から同⼀の児童が報
告されることはなかった。2 つの異なる医
療機関から報告された同⼀の 7 ⼈は、全て
福岡市の医療機関を 2 カ所受診していた。
この 7 ⼈は 2 つの異なる医療機関からそれ
ぞれ発達障害の診断が報告されており、報
告された発達障害の診断が⼀致しているも
のは 4 ⼈だった。有病率の算出にあたっ
て、同⼀の児童に対し 2 つの医療機関で発
達障害の診断が異なる場合は、階層構造の
より上位の診断がなされている報告を集計
に⽤いた。 

平成 30 年 4 ⽉ 2 ⽇時点に医療機関で何
らかの発達障害の診断を受けたものは 81
⼈であり、福岡市東区の平成 18 年度⽣ま
れ（調査時点で⼩学 6 年⽣）の児童におけ
る発達障害の有病率は 2.74%(81/2956)で
あった。診断の内訳を表 3 に⽰した。 
診断 ⼈数  有病率 

(%) 
発達障害全体 81 2.74 
① 広汎性発達障害 58 1.96 
② 多動性障害 19 0.64 
③ 会話および⾔語の

特異的発達障害 
1 0.03 

④ 学⼒の特異的 
発達障害 

1 0.03 

⑤ 精神遅滞 2 0.07 
⑥ その他 0 0.00 

表 3 福岡市東区、3 カ年の有病率 

(2) 診断の階層構造を適⽤しない有病率 
個々の発達障害の有病率を把握し、⽐較

を⾏うために診断の階層構造を適⽤しない
有病率を算出した。1 ⼈の児童に対して発
達障害の診断が複数報告された場合は、そ
れぞれの診断が全て有病率として算出され
る。個々の発達障害の有病率の総和と発達
障害全体の有病率が等しくならず、発達障
害全体の有病率は算出していない。 
 平成 27 年度、平成 29 年度、平成 30 年
度の 3 カ年の調査で報告された 81 ⼈を対
象に、発達障害診断の階層構造を適⽤せず
に発達障害の有病率を算出した（表 4）。 

 ⼈数 
 

有病率 
(%) 

① 広汎性発達障害 58 1.96 
② 多動性障害 52 1.76 
③ 会話および⾔語の

特異的発達障害 
1 0.03 

④ 学⼒の特異的 
発達障害 

8 0.27 

⑤ 精神遅滞 14 0.47 
⑥ その他 6 0.20 

表 4 福岡市東区、3 カ年の有病率（階層
構造を適⽤しない） 
 

その他の診断には発達性協調運動障害、
チック障害が含まれていた。広汎性発達障
害の診断が最も多く(1.96%)、多動性障害
(1.76%)、精神遅滞(0.47%)、学⼒の特異
的発達障害(0.27%)、その他(0.20%)、会
話および⾔語の特異的発達障害(0.03%)と
続いた。 
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2. ⽷島市の調査結果 
(1) 診断の階層構造を適⽤した有病率 
(ア)平成 30 年度調査のみの集計 

⽷島市の 10 ⼈の児童がアンケート調査
により報告され、そのうち 6 ⼈は前回調査
で別の医療機関から既に報告されているケ
ースであり、集計から除外した。平成 29
年度に新たに医療機関を受診して何らかの
発達障害の診断を受けたものは 4 ⼈であ
り、診断の内訳を表 5 に⽰した。居住コホ
ートは、住⺠基本台帳登録⼈⼝より平成
30 年 3 ⽉ 31 ⽇時点での⽷島市の 11 歳⼈
⼝ 979 ⼈を近似値として採⽤した。 

診断 ⼈数  有病率 
(%) 

発達障害全体 4 0.41 
① 広汎性発達障害 4 0.41 
② 多動性障害 0 0.00 
③ 会話および⾔語の

特異的発達障害 
0 0.00 

④ 学⼒の特異的 
発達障害 

0 0.00 

⑤ 精神遅滞 0 0.00 
⑥ その他 0 0.00 

表 5 ⽷島市、平成 30 年度調査の有病率 
 
(イ) 3 カ年の集計 

福岡市の集計と同様に、今回の調査で得
られた平成 18 年度⽣まれの児童の発達障
害の診断のデータを、平成 27 年度、平成
29 年度調査の平成 18 年度⽣まれのデータ
と合算し、発達障害の有病率を算出した。
平成 27 年度、平成 29 年度、平成 30 年度
の 3 回の調査により、合計 78 ⼈が平成 18
年度⽣まれの⽷島市の発達障害の児童とし
て医療機関から報告されていた。そのう

ち、異なる 3 つの医療機関から同⼀の児童
が 1 ⼈、2 つの医療機関から同⼀の児童が
12 ⼈報告されており、これらを除いた 65
⼈が実数と⾒なされた。重複を含む 78 ⼈
のうち、⽷島市の医療機関を受診している
ものが 41 ⼈、福岡市の医療機関が 37 ⼈だ
った。 

3 つの異なる医療機関を受診していた 1
⼈は福岡市の医療機関を 1 カ所、⽷島市の
医療機関を 2 カ所受診していた。2 つの異
なる医療機関を受診していた 12 ⼈のう
ち、2 ⼈は福岡市の 2 つの医療機関を、8
⼈は福岡市と⽷島市の 2 つの医療機関を、
2 ⼈は⽷島市の 2 つの医療機関を受診して
いた。この 13 ⼈は 2 つないし 3 つの異な
る医療機関からそれぞれ発達障害の診断を
報告されており、報告された発達障害の診
断が⼀致しているものは 5 ⼈だった。 

平成 30 年 4 ⽉ 2 ⽇時点に医療機関で何
らかの発達障害の診断を受けたものは 65
⼈であり、⽷島市の平成 18 年度⽣まれ
（調査時点で⼩学 6 年⽣）の児童における
発達障害の有病率は 6.64%(65/979)であっ
た。診断の内訳を表 6 に⽰した。 

診断 ⼈数  有病率 
(%) 

発達障害全体 65 6.64 
① 広汎性発達障害 34 3.47 
② 多動性障害 11 1.12 
③ 会話および⾔語の

特異的発達障害 
18 1.84 

④ 学⼒の特異的 
発達障害 

0 0.00 

⑤ 精神遅滞 2 0.20 
⑥ その他 0 0.00 

表 6 ⽷島市、3 カ年の有病率 
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(2) 診断の階層構造を適⽤しない有病率 
 平成 27 年度、平成 29 年度、平成 30 年
度の 3 カ年の調査で報告された 65 ⼈を対
象に、発達障害診断の階層構造を適⽤せず
に発達障害の有病率を集計した（表 7）。 
 ⼈数 

 
有病率 
(%) 

① 広汎性発達障害 34 3.47 
② 多動性障害 29 2.96 
③ 会話および⾔語の 

特異的発達障害 
27 2.76 

④ 学⼒の特異的 
発達障害 

7 0.72 

⑤ 精神遅滞 7 0.72 
⑥ その他 2 0.20 

表 7 ⽷島市、3 カ年の有病率（階層構造
を適⽤しない） 
 

その他の診断には発達性協調運動障害、
チック障害が含まれていた。広汎性発達障
害の診断が最も多く(3.47%)、多動性障害
(2.96%)、会話および⾔語の特異的発達障
害(2.76%)、学⼒の特異的発達障害
(0.72%)、精神遅滞(0.72%)、その他
(0.20%)と続いた。 
 
D.考察 
 平成 18 年度⽣まれの児童のうち、福岡
市東区の児童 18 ⼈、⽷島市の児童 4 ⼈が
それぞれ調査を依頼した医療機関を平成
29 年 4 ⽉ 3 ⽇から平成 30 年 4 ⽉２⽇の期
間に新たに受診し、発達障害の診断で医療
サービスを受けていた。平成 27 年度、平
成 29 年度、そして今回平成 30 年度の 3 カ
年の調査結果を合算したところ、平成 30
年 4 ⽉ 2 ⽇時点での平成 18 年度⽣まれの

児童の発達障害の有病率は、福岡市東区の
児童が 2.74%、⽷島市の児童が 6.64%だっ
た。同⼀の集団を回答対象とした平成 29
年度の調査結果と⽐較すると、福岡市東区
の 2.2%（療育機関を除いた医療機関のみ
の有病率）、⽷島市の 6.17%からそれぞれ
上昇が認められた。同⼀の⼿法で多地域の
調査を⾏った本⽥らの報告では、平成 18
年度⽣まれの平成 29 年 4 ⽉の発達障害の
有病率として、政令市で 4.7 から 8.2%、
⼈⼝ 20 万⼈以下の⼩規模市町村で 3.9 か
ら 8.9%が報告されている。これらの値と
⽐較すると、政令市である福岡市東区は低
く、⼩規模市町村である⽷島市は範囲内の
数値であった。福岡市東区の発達障害の有
病率が低値であった要因として、今回調査
を依頼した医療機関は発達障害の診療を専
⾨的に⾏っている医療機関のうちの⼀部で
あり、調査範囲外の医療機関を受診してい
る発達障害の児童を集計することができて
おらず、有病率が低値に留まったことが考
えられた。参考として、福岡県では発達障
害の診療を⾏っている医療機関のリスト
（「発達障がいの対応を⾏っている医療機
関リスト」）が公表されており、そのリス
トでは福岡市に 26 の医療機関が掲載され
ている。また、発達障害の診療を⾏ってい
るがリストに掲載されていない医療機関も
存在しており、発達障害の診療を⾏ってい
る福岡市の医療機関は 26 以上あるものと
考えられる。福岡市東区の児童における発
達障害の有病率に関して、就学前の有病率
は就学前の児童が集約的に受診する公的療
育機関を対象に調査した佐⽵らの研究によ
り、⼀定の正確度と精度をもった数値が報
告されているが、学童期の発達障害の有病
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率は現在の⼿法では調査を依頼する医療機
関の数に⼤きな影響を受けていると考えな
ければならない。前出のリストなどを参考
に、より網羅的に多くの医療機関に調査を
依頼することで発達障害の有病率は上昇し
ていくものと思われるが、医療機関によっ
て発達障害の診断が異なっていたことを考
慮すると、調査する医療機関の増加は算出
された有病率の解釈を難しいものとするこ
とが考えられる。その⼀⽅で、⽷島市では
前出のリストに掲載されている医療機関は
1 つに限られ、今回の調査にも含まれてい
る。平成 18 年度⽣まれの⽷島市の発達障
害の児童として 3 カ年で報告された 78 ⼈
のうち 41 ⼈が⽷島市内の医療機関を受診
しており、調査を依頼した⽷島市の 2 カ所
の医療機関で捕捉するべき児童を概ね捕捉
できたものと考える。 
 階層構造を適⽤しない発達障害の有病率
は福岡市東区と⽷島市の児童で⼤きな違い
がみられた。有病率としては広汎性発達障
害が最も⾼く、多動性障害がそれに次ぐこ
とは共通だったが、福岡市東区では精神遅
滞が 3 番⽬に有病率が⾼くなったのに対
し、⽷島市では会話および⾔語の特異的発
達障害が 3 番⽬に⾼い有病率を⽰した。そ
の要因として、3 カ年で報告された⽷島市
の発達障害の児童 78 ⼈のうち、36 ⼈が⾔
語療法⼠が個別療育を⾏っている⽷島市の
診療所を受診しており、これらが⾔語⾯で
⽀援を求める児童の集中、診断の偏りを⽣
じたものと考える。医療機関による発達障
害の診断の相違は、⾔語療法を求めて医療
機関を受診する当事者や家族のように、医
療が提供する⽀援内容による受診時のバイ
アスが考えられるとともに、例えば主に就

学後に診断がなされる学習障害など、医療
機関を受診する時期による影響もあると思
われる。最後に、発達障害に関するデータ
ベース構築にあたっては、継続的に情報を
収集するシステム、調査を依頼する医療機
関との連携が必要不可⽋である。診療体制
や患者情報の管理⽅法、情報検索の⽅法が
異なる複数の医療機関から、どの医療機関
にも⼤きな負担がなく⼀定の情報を収集で
きる調査票や調査⽅法の検討が今後必要で
あると考える。 
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